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6月11日からのお知らせ

■子育て時期のカラスの対応について！
　子育て期間中のカラスは、ひなを守ろうとして巣の近くに人が近づかないように威嚇することがあります。
＜カラスの習性＞
　①カラスには縄張りがあり、その中に巣を作ります。撤去してもまた同じ縄張り内に巣を作ります。
　②カラスの寿命は10年以上あり、巣が撤去されるたびに神経質さが増し、人間に対する威嚇行動が激しく
　　なります。特に、カラスにとって怖い存在である「大人」に対し、神経質になります。
　③カラスの威嚇行動は、人が遠ざからないと後ろから頭の付近をかすめて飛んだり、まれに脚で後頭部を
　　蹴ることもありますが、くちばしで攻撃することはありません。
　④巣の撤去を行っても、カラスの数は変わりません。カラスの数は餌となる資源の量に
　　よって決まります。
＜対応方法＞
　・巣やひなをじっと見つめたり、カラスに石などを投げない。
　・カラスが騒いでいたらその場を避ける（迂

う

回
かい

する）。
　・帽子をかぶったり、肩が隠れるように傘をさす。頭を保護するために腕を真っすぐあげて、動かさずに
　　そっと通り過ぎる。

■公園の樹木・街路樹にカラスが営巣した場合、巣の撤去は基本的には行っていませんが、
　威嚇が激しい場合の看板設置などのご相談は、南区土木センター公園緑化係☎581-3811へ。

※市では私有地に営巣した巣への対処は行っていません。
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▽
楽
し
い
お
は
な
し
の
会

日
時　

6
月
20
日
㈪
。
午
前
の
部

は
午
前
10
時
30
分
〜
11
時
、
午
後

の
部
は
午
後
3
時
30
分
〜
4
時
。

会
場　

南
区
民
セ
ン
タ
ー
。

対
象　

幼
児
か
ら
小
学
生
程
度
。

※
小
学
生
未
満
は
保
護
者
同
伴
。

託
児
は
あ
り
ま
せ
ん
。

申
込
方
法　

当
日
直
接
会
場
へ
。

▽
子
ど
も
映
画
会

日
時　

7
月
9
日
㈯
午
後
1
時
30

分
〜
2
時
30
分
。

会
場　

南
区
民
セ
ン
タ
ー
。

対
象　

幼
児
か
ら
小
学
校
低
学
年

程
度
。

※
小
学
生
未
満
は
保
護
者
同
伴
。

託
児
は
あ
り
ま
せ
ん
。

定
員　

60
名
（
先
着
順
）。

申
込
方
法　

当
日
直
接
会
場
へ
。

■
さ
わ
や
かサ
マ
ー
コ
ン
サ
ー
ト

　
「
Ｈ
Ｂ
Ｃ
ジ
ュ
ニ
ア
オ
ー
ケ
ス

ト
ラ
」
に
よ
る
コ
ン
サ
ー
ト
で
す
。

聴
く
人
の
心
に
残
る
音
楽
を
ホ
ー

ル
い
っ
ぱ
い
に
響
か
せ
ま
す
。
迫

力
の
あ
る
生
の
演
奏
を
お
楽
し
み

く
だ
さ
い
。

日
時　

6
月
26
日
㈰
午
後
2
時
〜

3
時
30
分（
開
場
午
後
1
時
30
分
）。

会
場　

南
区
民
セ
ン
タ
ー
。

費
用　

無
料
。

持
ち
物　

上
履
き
、
外
靴
を
入
れ

る
袋
。

申
込
方
法　

当
日
直
接
会
場
へ
。

※
当
日
、
駐
車
場
の
混
雑
が
予
想

さ
れ
る
た
め
、
公
共
交
通
機
関
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

藤
野
地
区
セ
ン
タ
ー

☎（
592
）２
０
０
２

■
図
書
室
行
事
の
お
知
ら
せ

▽
お
は
な
し
の
会

・
6
月
18
日
㈯
、
25
日
㈯
、
７
月

2
日
㈯
。
午
前
11
時
。

▽
子
ど
も
映
画
会

・
6
月
11
日
㈯
、
7
月
9
日
㈯
。

午
前
11
時
。

㈶
さ
っ
ぽ
ろ
健
康
ス
ポ
ー
ツ
財
団

☎（
530
）５
９
０
５

■
小
学
校
プ
ー
ル
の
開
放

期
間　

7
月
2
日
㈯
〜
8
月
28
日

㈰
の
土
、
日
曜
日
。

対
象　

小
学
生
（
泳
げ
な
い
児
童

の
保
護
者
の
付
き
添
い
は
可
）
お

よ
び
付
き
添
い
と
一
緒
の
幼
児
。

※
開
放
日
・
時
間
は
各
小
学
校
で

異
な
る
ほ
か
、
工
事
や
気
象
状
況

な
ど
に
よ
り
中
止
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

詳
細　

財
団
法
人
さ
っ
ぽ
ろ
健
康

ス
ポ
ー
ツ
財
団
施
設
課

南
区
体
育
館☎（

571
）５
１
７
１

■
健
康
体
力
測
定

　

体
力
測
定
を
行
い
、
そ
の
結
果

を
も
と
に
し
て
、
皆
さ
ん
の
目
的

に
合
っ
た
効
果
的
な
運
動
メ
ニ
ュ

ー
の
作
成
や
、
ア
ド
バ
イ
ス
を
行

っ
て
い
ま
す
（
測
定
に
あ
た
り
健

康
状
態
の
確
認
を
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
）。

対
象　

18
歳
以
上
で
体
力
測
定
に

支
障
が
な
い
方
。

費
用　

2
千
500
円
。

申
込
方
法　

直
接
ま
た
は
電
話
で

事
前
に
予
約
（
日
程
、
時
間
な
ど

に
つ
い
て
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
）。

申
込
・
詳
細　

南
区
体
育
館
（
川

沿
4
条
2
丁
目
）

　蔵書一斉点検のため、下記図書室を

一時休室します。

▶南区民センター図書室

　　　　（☎584-2533）　

休室期間　 6月16日㈭～22日㈬

■図書室休室のお知らせ


